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【問合先】　企画監理課　☎38-5061

　今後も、読みたいと思ってもらえる広報紙作りに努めますので、皆様のお声をどうぞお寄せください！

◎DUM BAGEL開店のきっかけは

　元々筋トレが趣味で、様々な大会にも参加していく中で、食べ物を意識し始めたことが

きっかけです。ベーグルは脂質が少なく体に良いため、体づくりをしている人達の間では

食べている方が多く、私もその一人でした。そんな中でベーグルを自分で作ってみたいと

いう気持ちが芽生え、かつ丹精込めて作ったベーグルを多くの人に食べてほしいと思うよ

うになりました。

◎こだわりの生地ができるまで

　基本となるプレーンベーグルが美味しくないと、どんな具材を入れても誤魔化しになっ

てしまうと考え、生地の開発を始めました。まずは小麦以外の材料の種類・分量を固定し、

様々な種類の小麦を仕入れ、それぞれの小麦100％でベーグルを作ってその小麦の特徴

を知り、こだわりの比率でブレンドしました。小麦が決まれば塩→砂糖→水と同様に試作

を重ね、試行錯誤すること約２年、プレーン生地が完成しました。

◎苦労していること

　時間を作ることに苦戦しています。今はどうしてもベーグルに割く時間が多くなってし

まいますが、ベーグル販売のきっかけをくれた、自分の個性でもあるトレーニングをおざ

なりにはしたくないので、時間の調整が難しいです。大変だと感じることもありますが、

妻や家族にサポートしてもらったり、お客さんとの会話や美味しいという言葉を励みに、

日々楽しく頑張れています。

◎今後の目標は

　現在はベーグルのみ販売していますが、コーヒーも好きなので独自に焙煎したコーヒー

豆で淹れたコーヒーと一緒にカフェを開店したいと考えています。実家が飲食店を営んで

いたこともあり、自分のお店というものには憧れがあります。今販売しているベーグルは

フィリング※タイプのものが多いので、サンド系のベーグルとコーヒーでランチセットを

出したりしたいですね。

※フィリング…焼き上げる前に生地の中に具材を挟み込むこと。

◎町民の皆さんへメッセージ

　ベーグルは脂質が少なく、うちのベーグルを食べ始めてから体の調子

が良くなったというお声をいただくことも度々あります。だまされたと

思って食べてみていただけると嬉しいです！

　小麦から砂糖までこだわり

が詰まった生地を低温でじっ

くり発酵させた、心地よい

甘みのあるもっちりとした

ベーグルです。

１．応募方法

　電子メールにより、件名に「広報こうら９月号プレゼント応募」を、

メール本文に「アンケート回答、住所、氏名、年齢、携帯電話番号」を

記入し、「kikaku@town.koura.lg.jp」宛にメール送信ください。

　また、役場１階の企画監理課窓口でも応募いただけます。

２．アンケート

①紙面の感想　②今後、取り上げて欲しい内容

３．締切

令和７年９月15日（月）

４．その他

当選者に当選メールを送信

します。個人情報は、当該

企画以外に使用することは

ありません。

抽選で ５名 の方に プレゼント！
ベーグル詰め合わせ（６個入り）

今回は

DUM BAGEL

（ダンベーグル）

　池寺区の国道307号線

沿いに店舗を構えるベーグル

専門店。2023年11月１日

からオンライン販売を開始、

約１年後の2024年11月

30日より店舗販売を開始

されました。名前の由来は

オーナーのトレーニング

＆ベーグル好きが高じて

「ダンベル＋ベーグル＝

ダンベーグル」。

甲良町で頑張る人を応援します︕

読者プレゼントコーナー
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【問合先】　教育委員会　☎38−3315

【問合先】　教育委員会　☎38−5070

　上田理奈さんは、選考会において優秀な成績

をおさめられ見事、卓球（サウンドテーブル

テニス）競技で滋賀県代表選手に選ばれました。

　大会は、10月25日（土）から27日（月）まで

野洲市総合体育館で行われます。

　大会に向けて教育長から活躍を祈念して激励

の言葉が贈られました。

　上田理奈さんの大会でのご活躍をお祈り申し

上げます。

　第63回近畿高等学校剣道大会・第72回全国

高等学校剣道大会に椎葉みのりさんが出場され

ました。

　大会前に、教育長から活躍を祈念して激励の

言葉が贈られました。

　近畿・全国大会出場、誠におめでとうござい

ます。

　近畿大会は、7月19日（土）・20日（日）に

「おおきにアリーナ舞洲」で、全国大会は、

８月7日（木）から10日（日）「広島県立総合

体育館」で行われ、選手たちの想いを乗せた

激闘が繰り広げられました。

　椎葉みのりさんの更なるご活躍をお祈り申し

上げます。

上田　理奈 さん

第63回近畿高等学校剣道大会
第72回全国高等学校剣道大会

草津東高等学校　３年生　椎葉 みのり さん
しい　ば

祝 出場︕

祝 出場︕第24回全国障害者スポーツ大会
「わたSHIGA輝く障スポ」
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【問合先】　彦根年金事務所　☎0749-23-1112　

住民人権課　　　☎38-5063

【問合先】　甲良東こども園　☎38-2087

甲良西こども園　☎25-1752

　令和７年７月７日（月）、甲良町公民館において、東西こども園５歳児39名が参加し、絵本の

寄贈式を行いました。

　大切に使わせていただきます。ありがとうございました。

　国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用になれます。

　口座振替をご利用されますと、保険料が自動的に引き落とされるので金融機関などに行く手間が

省けるうえ、納め忘れもなくとても便利です。

　また、口座振替には、当月分保険料を当月末に引き落とさせていただくことにより月々60円割引

される早割制度や、現金納付よりも割引額が多い６か月前納・１年前納・２年前納もあり、大変

お得です。

　口座振替をご希望の方は、納付書や年金手帳、基礎年金番号通知書等の基礎年金番号が分かる

もの、通帳、金融機関届出印を持参のうえ、ご希望の金融機関、年金事務所または住民人権課へ

お申し出ください。

【国民年金保険料の納付は、口座振替がおトクです】

大阪ガス株式会社より、甲良東こども園・甲良西こども園の
園児に、絵本を寄付していただきました︕
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【問合先】　保健福祉課　☎38−3314

【問合先】　マイナンバー総合フリーダイヤル　☎0120-95-0178（無料）

【問合先】　住民人権課　☎38-5063

　「iPhoneのマイナンバーカード」は、マイナンバーカードをiPhoneで利用できるサービスです。

　2025年６月24日（火）からサービスを開始しました。最新のマイナポータルアプリとお手元のカード

を使って、iPhone（Appleウォレット）に追加できます。

　実物のマイナンバーカードしか対応していない場合に備えて、必ず実物の

カードもお持ちください。

　マイナ免許証など、一部ご利用いただけないサービスがあります。

　　　　　　　　　　問合せ先

マイナンバー総合フリーダイヤル　0120-95-0178（無料）

受付時間　平　日　9：30～20：00

　　　　　土日祝　9：30～17：30

　「Androidスマホ用電子証明書搭載サービス」は、マイナンバー

カードをAndroid端末で利用できるサービスです。2023年５月に

サービスを開始しています。

＊結核（けっかく）とは…日本で毎年１万人以上の新規患者が報告されている感染症です。

　結核の治癒（ちゆ）には早期発見が重要です。しかし、咳や発熱など風邪とよく似た症状のため

早期発見が難しいと言われています。

＜早期発見のために＞

　甲良町では10月14日（火）・15日（水）の２日間、検診バスによる集落巡回検診（胸部レントゲン

検診）を実施します。

　対象者には事前に通知をお送りしますので、通知が届いた方はぜひ検診を受けましょう！

マイナンバーカードの手続きには電話での事前予約が必要です。

・マイナンバーカード交付（住民人権課から交付通知書が届いた方）

・暗証番号の更新手続き（地方公共団体情報システム機構から電子証明書の有効期限通知書が届いた方）

予  約  日  時：開庁日（平日）9：00～16：30（予約時間30分ごと）の間でご予約ください。

予約電話番号：0749-38-5063　担当課：住民人権課

予約受付時間：8：30～17：15（開庁日のみ）

※先着順となりますので、お早めにご予約をお願いします。
※受付締切は、前日までになります。

マイナンバーカードをあなたのiPhoneの中に。

マイナンバーカードの手続きの事前予約制のご案内

９月24日（水）～９月30日（火）は結核予防週間です︕
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【問合先】　保健福祉課　☎38-5151

自ら避難することが困難で、支援を要する方は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に登録をしましょう
　

ひ　  なん　   し　   えん

「避難支援プラン」
　１　はじめに

　甲良町では、災害時や災害のおそれがある場合に自力で避難することが困難な高齢者や障害者など

のみなさまに、安心・確実に避難していただくため、「甲良町避難行動要支援者避難支援計画」を

策定しております。このプランは、自助および地域の共助を基本とし、地域において情報伝達や

避難誘導などの避難支援体制を整備し、安心して暮らせるまちづくりを目指すものです。

　２　避難行動要支援者の対象となるのは…

　対象となる方は、在宅の方で避難することに支障があるすべての方ですが、特に下記の①～⑦の

方を避難行動要支援者として名簿を作成しています。

①　65歳以上の独居高齢者、緊急通報システムを利用している方

②　介護保険法の要介護認定において、要介護３以上の認定を受けている方

③　身体障害者手帳の交付を受けており、その程度が１級または２級の方

④　療育手帳の交付を受けており、その程度がA1またはA2の方

⑤　精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、その程度が１級の方

⑥　障害総合支援法において障害程度区分４以上の認定を受けている方

⑦　難病特定疾患患者の方

※　①～⑦以外の方でも、避難することに支援を必要とする方は、登録申請をすることができます。

　３　避難支援プラン登録のすすめ方…

■　避難行動要支援者の方で、支援を希望される方は「避難支援プラン登録申請書兼登録台帳

（個別支援計画）」（以下「申請書」という。）に必要事項を記載し、町に提出して避難支援プラン

に登録してください。

■　申請される方は、「自治会（区）、自主防災組織、民生児童委員等の関係機関」（以下「関係

機関という。」に個人の情報を提供してもよいというご本人の同意が必要となります。

■　障害などの理由で、本人の申請書への記入や申請が困難な場合は、配偶者、扶養義務者および

保護者により代理記載、代理申請ができます。

『甲良町避難行動要支援者避難支援計画』
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【問合先】　保健福祉課　☎38-5151

　避難支援プランの登録について

○　登録条件に該当する方には、町から申請書を郵送して登録の意思確認を行います。

○　申請書に必要事項を記載して返送または、甲良町保健福祉課（甲良町保健福祉センター内）へ

持参してください。

　その他登録を希望される方について

○　その他の方で、登録を希望される方は、甲良町保健福祉課（甲良町保健福祉センター内）に

「申請書」をご提出ください。

※「申請書」は、保健福祉課、総務課の窓口に用意しています。

　 また、甲良町ホームページからもダウンロードできます。

　４　個別支援プランのつくり方…

○　町は、登録者の情報を関係機関に提供します。

○　関係機関では、情報をもとに避難行動要支援者を支援する「地域支援者」や「情報伝達体制」

など具体的な個別支援プランを作成します。

　５　よくあるＱ＆A

Ｑ　個人情報が悪用されたりしないか心配？

Ａ　個人情報は、避難支援の目的にのみ利用し、町および関係団体において厳重に管理します。

Ｑ　「避難支援者」とは？

Ａ　避難行動要支援者の安否確認、避難所などへの避難誘導や介助、必要な情報の伝達などを手伝

ってくれる方で、避難行動要支援者の意向を踏まえて、協力の得られる近隣住民の方にお願い

したいと考えています。

※できる範囲での支援をお願いするもので、責任を負うものではありません。

【お問い合わせ】

甲良町保健福祉課（甲良町保健福祉センター内）

〒522-0244

滋賀県犬上郡甲良町大字在士357番地１

　　　電話：0749-38-5151

　　　 FAX：0749-38-5150

『甲良町避難行動要支援者避難支援計画』
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【問合先】　保健福祉課　☎38−3314

　いきいきと自分らしく生きるために、こころの健康はとても

大切です。バランスのとれた食生活、適度な運動、休養が健康

のための３つの要素とされています。

　生活習慣を整えて、こころの健康づくりに取り組みましょう。

１．健康的な生活を送りましょう。

・バランスのとれた食事をとりましょう。

・規則正しい生活リズムを心がけましょう。

・適度に体を動かしましょう。

２．十分な質のよい睡眠をとりましょう。

　睡眠不足は、疲労の蓄積等の原因となり、情緒不安定になったり、適切な判断力を鈍らせる

など、生活の質に大きく影響します。成長・加齢とともに必要な睡眠時間は減少していきます

が、成長期の間（おおよそ18才くらいまで）は、成人よりも長い睡眠時間が必要となります。

　推奨される睡眠時間として、小学生までは９～12時間、中高校生は

８～10時間、成人で６時間となっていますので、規則正しい生活リズム

と十分な睡眠時間の確保を心がけましょう。

３．趣味など自分の時間を作ってみませんか。

　こころにゆとりをもち、ストレスとうまくつきあっていくためには、自分のための時間を

もつことも有効です。忙しい生活の中に、ほんの少し趣味などの自分の時間を作ってみませんか。

　Ex.）ジョギング、ウォーキング、サイクリング、カラオケ、ヨガ、旅行、読書、絵画、など

★甲良町図書館へ行ってみませんか？

　甲良町図書館では、「すこやかなこころとからだ」と題してこころの健康

についての特設コーナーが常設されています。

　良い睡眠の話、ストレスとの上手なつきあい方、素晴らしい景色の写真集

など、こころが安らぐ本が多数展示されていますので、ぜひ図書館で、

ほっこりする時間を過ごしてください。

９月10日は

　世界自殺予防デー。

９月10日～16日は

　自殺予防週間です。

こころの健康づくりについて
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【問合先】　保健福祉課　☎38−3314

　アルコールは祝い事や祭り、会食などで楽しまれる身近な食品であり、適量のお酒は生活を

豊かにしますが、多量に飲酒することで、高血圧や心血管障害、アルコール性肝障害などの

健康障害のリスクを高めます。一度、自分の飲酒量を確認してみましょう。

※お酒を飲む習慣のない人に対して、この量の飲酒をすすめるものではありません。

◆20歳未満の飲酒は心身に与える影響があり、法律で禁止されています。

◆妊娠中のアルコール飲酒は胎児性アルコール症候群を引き起こすので、飲んではいけま

せん。

◆お酒を減らしたいときは具体的な目標を立てましょう。

１．断酒型目標「一滴も飲まない」

２．節酒型目標「一日に日本酒１合までに量を減らす」

３．休肝日設定「１週間に１日の休肝日を設ける」

「節度ある適度な飲酒」ってどれくらい？

お酒の種類

ビール 日本酒
焼酎

（25度）

缶酎ハイ

（６％）

缶酎ハイ

（９％）

量 500ml 
１合

（180ml）
100ml  350ml 

大缶

（500ml）

の半分

９月は健康増進普及月間です
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【問合先】　滋賀県行政書士会彦根支部　副支部長　平尾　☎080-3069-5234

【問合先】　総務課　　　　　　　　　　　　　☎38−3311

総務省　滋賀　行政相談センター　☎077−523−1100

令和７年10月17日（金）

令和７年12月19日（金）

令和８年 ２月20日（金）

13：00～15：00

13：00～15：00

13：00～15：00

　国の行政などへの苦情や意見・要望について、ボランティアの行政相談委員が公平・中立の立場

からお話しを伺い、解決のお手伝いをするものです。

　国の事務について「どこに相談したら良いか分からない」など困ったときはご利用ください。

ご利用は無料・予約不要・秘密厳守です

１．相談日：

（１）令和７年10月２日（木）

（２）令和７年12月４日（木）

（３）令和８年 ２月５日（木）

２．時　間：いずれも10時～12時

３．場　所：甲良町役場　会議室（最初は総務課へお尋ねください）

開催日時

開催場所　甲良町役場　会議室（最初は総務課へお尋ねください）

相談内容　相続手続き全般（遺言書の書き方・遺産分割協議書の作成等）・許認可手続き等

※事前に相談内容をお知らせいただければ、より的確なご返答が行えます。

総務省の行政相談について

滋賀県行政書士会による無料相談会を開催します︕
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【問合先】　建設水道課　☎38-5068

　甲良町では、滋賀県木造住宅耐震診断派遣事業に伴い、耐震診断の受付を行っております。この

木造住宅耐震診断派遣事業を希望される方につきましては、次の要件および耐震診断までの流れを

ご確認の上、下記期日までに申込みをお願いします。

　診断費用については無料です。

　申込締切日：令和７年12月５日（金）

 対象木造住宅の要件

①　昭和56年５月31日以前に着工され、完成している。

②　延べ面積の１／２以上が住宅として使われている。

③　階数が２階以下、延べ床面積が300㎡以下であること。

④　枠組壁工法、丸太組工法および大臣認定工法（プレハブ工法）でない。

 耐震診断の流れ

Step１．町の窓口へ申込み

　申込み用紙に必要事項を記入の上、建築時期が分かる書類（建築確認済証の写し・

固定資産税関係の写し等）を添えて町の窓口にお申し込みください。（受付時に説明致し

ます。）

Step２．耐震診断決定通知

　耐震診断が決定されると、町から決定通知書が届きます。

Step３．耐震診断の実施

　決定通知書が届くと数日後「耐震診断員」の方から、診断日程の打合せ等の電話

連絡があります。

　耐震診断の実施：居住者の方へのヒアリングがあります。

　（診断当日は「立ち会い」をお願いします。）

Step４．耐震診断結果

　耐震診断結果書は、診断員がコンピューター等を活用し作成後審査機関の審査を

経て、町から郵送され、耐震診断員がご説明に伺います。

※申込みから耐震診断結果までの流れは、以上ですが不明な点等がありましたらご連絡ください。

※耐震性が乏しい木造住宅につきましては、耐震改修を行なうための概算費用につきましても算出します。

※申し込み用紙は甲良町ホームページよりダウンロードしてください。

木造住宅耐震診断の募集
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【問合先】　総務課　☎38-3311

感震ブレーカーとは

　地震の大きな揺れを感知して電気を自動で

遮断する器具で、地震の際の通電火災の発生を

抑制する効果があります。

通電火災とは

　地震の揺れに伴う電気機器からの出火や、

電気が復旧した時に発生する火災のことです。

対象

　町内に居住し、甲良町の住民基本台帳に記録

されているもの。

　町税等の滞納がない世帯に属するもの。

対象製品

分電盤タイプ

　分電盤に内蔵されたセンサーによって揺れを

感知し、ブレーカーが作動して電力供給を遮断

するもの。（一般社団法人日本配線システム

工業会の感震機能付住宅用分電盤規格

（JWDS0007付2）に定める構造および機能

を有するものに限る。)

簡易タイプ

　揺れによりおもりが落下したり、振り子が

作動したりすることで、重力やバネの力で

ブレーカーが作動して電力供給を遮断するもの。

補助金額

購入および設置に伴う費用の半額（上限２万円）

※１世帯につき１回限り。

※住宅を新築する際の購入および設置に要する

経費は対象となりません。

申請方法

①交付申請書

②見積書等の写し

③設置しようとする感震ブレーカー等の仕様が

確認できる書類

※機器購入、設置前に必ず申請してください。

感震ブレーカー（補助対象機器）のイメージ

分電盤タイプ（後付型）

　既存の分電盤に感震機能を外付けするタイプ

で、センサーが揺れを感知し、ブレーカーを

切って電気を遮断するもの。

分電盤タイプ（内蔵型）

　分電盤内に内蔵されたセンサーが揺れを感知

し、ブレーカーを切って電気を遮断するもの。

簡易タイプ

　バネの作動やおもりの落下などにより、

ブレーカーを切って電気を遮断するもの。

感震ブレーカー設置の補助制度について
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【問合先】　住民人権課　☎38-5063

事業系一般廃棄物は地域の家庭ごみ集積所に出してはいけません。

一般家庭から出るごみと事業者のごみを一緒に出してはいけません。

事業系一般廃棄物は地域の家庭ごみ集積所に出してはいけません。

一般家庭から出るごみと事業者のごみを一緒に出してはいけません。

　事業系一般廃棄物は法律により事業者自らの責任において処理することと定められています。

（廃棄物処理法第３条） 

　お住まいの集積所に出した場合、不法投棄にあたる恐れがあります。

　家庭系ごみ　→　家庭から日常生活によって発生するごみ　→　市町に処理義務　→　無　料

　事業系ごみ　→　事業活動によって発生するごみ　→　　事業者自らに処理義務　　→　有　料

　事業系一般廃棄物は、町が許可した一般廃棄物収集運搬許可業者に収集運搬を委託または自ら

リバースセンターに持ち込み、適正に処理してください。

〇事業系一般廃棄物の処分方法や分別方法について、ご不明な点は、町役場へお問い合わせください。

〇ごみの種類

商店・事務所・診療所・農業・工場・スーパー・飲食業等商店・事務所・診療所・農業・工場・スーパー・飲食業等

一般廃棄物
家　庭　系

一般廃棄物

事　業　系

一般廃棄物

（事業者に

処理責任）

ご み

産業廃棄物

（リバース

センター

受入不可）

家庭系ごみ指定袋を使用

ごみ集積所：無料
リバースセンター持込：有料

事業系ごみ指定袋を使用

許可業者への委託：有料
リバースセンター持込：有料

指 定 袋

事業系一般廃棄物（ごみ）の適正な処理方法について
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【問合先】　教育総務課　☎38-5070

＜＜＜　受　付　期　間　＞＞＞

９月１日（月）～10月31日（金）　９：00～17：00（土・日・祝日を除く）

＜＜＜　申込受付場所　＞＞＞
教育委員会事務局（甲良町公民館１階）／甲良東・西こども園

＜＜＜　申込書配付場所　＞＞＞
教育委員会事務局（甲良町公民館１階）／甲良東・西こども園／子育て支援センター

甲良町ホームページhttp://www.kouratown.jp/からも様式をダウンロードできます。

注意事項
①令和７年度～令和８年度中に育児休暇を終えて、職場復帰する方、または年度途中入園を希望される

方なども、必ずこの期間にお申込みください。

②第１希望園が定員を超え利用できないときには第２希望園での再入園審査となりますが、第２希望園

が未記載の場合、再審査ができなくなりますので第２希望園も必ず記入するようにしてください。

③受付後、園ごとの入園希望者数が定員を超える場合、待機児童となることがあります。

④受付期間終了後の申込者の決定は、期間内申込者の入園調整・決定後になります。

⑤通園バス利用は３歳児以上とし、呉竹・小川原・長寺東・法養寺・横関区を除きます。

∇入園対象児

　おもに家族が家庭内で保育できない生後満６か月

～５歳児の乳幼児

例）乳幼児の保護者が昼間、家庭外で仕事をしてい

るため、保育ができない。

０歳児　満６か月から

１歳児　Ｒ６．４．２～Ｒ７．４．１生

２歳児　Ｒ５．４．２～Ｒ６．４．１生

３歳児　Ｒ４．４．２～Ｒ５．４．１生

４歳児　Ｒ３．４．２～Ｒ４．４．１生

５歳児　Ｒ２．４．２～Ｒ３．４．１生

∇保育時間

・短　時　間：平日８時から16時まで　　

・標準時間：平日７時30分から18時30分まで

　　①早朝保育　平日　17時30分から

　　②延長保育　平日　18時30分まで

　　③土曜保育　平日と同じ（早朝・延長保育あり）

∇保育料

　両親の令和７年度市町村民税および入園希望児

の年齢（年齢は令和８年４月１日現在の満年齢）

等によって保育料が決まります。

　満３歳になった後の４月１日から小学校入学前

までの３年間は保育料無償化の期間となります。

　通園バス利用者は別途1,300円（月額）

∇入園対象児

町内在住の満３、４、５歳児

３歳児　Ｒ４．４．２～Ｒ５．４．１生

４歳児　Ｒ３．４．２～Ｒ４．４．１生

５歳児　Ｒ２．４．２～Ｒ３．４．１生

∇教育時間

平日　８時から13時30分まで

∇施設利用料

無償

通園バス利用者は別途1,300円（月額）

希
望
者
の
み

０～５歳児  ２号、３号認定　
（保育認定）

３～５歳児１号認定
（教育標準時間認定）

令和８年度（2026年度）
保育・幼児教育施設（こども園）入園の申込み　受付開始
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【問合先】　鈴木ヘルスケアサービスこうら　☎0749-38-8282
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【問合先】　子育て支援センター　☎38−8003

【問合先】　保健福祉課　☎38-5151

子育て支援センターにご相談ください
　子育て支援センターの専門職（社会福祉士・保健師・心理師・保育士・

教師）に子育て・家庭に関する相談ができます。悩みや不安のある方、

気になることがある方、お気軽にご相談ください。

〈対象〉町内にお住まいの方どなたでも　　★事前申込み不要です。

〈日時〉平日午前９時～午後５時　　　　　★電話でも受付可能です。

★相談者の情報や相談の内容は

守秘されますので、安心して

ご相談ください。

　７月30日（水）と８月６日（水）、子育て支援センターひろばに遊びにきてくれたお友達みんなで、

水あそびをしました。参加された親子の皆さんから笑顔があふれ、楽しいひとときを過ごせました♪

　月１回発行の子育て支援センターが「ひろば通信」を、町ホームページに掲載しています。

　また、「キラキラこうら by 母子モ」からも見ることができます。

　アプリストアからダウンロードしてぜひ登録してください。

←こちらのコードからダウンロードできない場合は「母子モ」（ボシモ）で検索！

　「国際アルツハイマー病協会」は世界保健機関（WHO）と共同で毎年９月21日を「世界アルツ

ハイマーデー」、9月を「世界アルツハイマー月間」と定め、様々な取り組みを行っています。

　世界アルツハイマーデー/月間は、認知症に関わる全ての人のものです。毎年、「家族の会」では

９月を中心に全国各地でイベントを実施しています。ぜひこの機会を利用し、認知症の理解を

深め、正しい知識を学び、介護家族と本人への支援を考え、認知症になっても安心して暮らせる

社会づくりにご参加ください。

甲良町では11月29日（土）に「甲良町認知症フォーラム」を開催いたします。

ぜひ、ご参加ください!!（詳細は11月広報でお知らせします。）

甲良町地域包括支援センターからのお知らせ甲良町地域包括支援センターからのお知らせ

子育て支援センターで水遊びをしました子育て支援
センター

９月21日は世界アルツハイマーデー
～あなたの地域で　認知症とともに　生き生きと暮らす～
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【問合先】　呉竹地域総合センター　☎25-1736

　地域総合センターは、地域社会全体の中で福祉の向上、人権啓発、住民交流の拠点となるコミュニティ

センターとして、周辺地域住民との連帯を強め、明るく安心で住みよい町づくりをめざしています。

★「機能回復訓練室」について
　コグニサイズ教室、デイサービス、放課後利用、会議・研修など

　　　　　　　　　　　　　●毎週月曜日10：00～11：30　●参加費１回300円

　頭を使いながら運動することで脳を活性化させ、認知機能の改善へと導きます。

　　　　　　　　　　　　　●第１・３火曜日10：00～14：30　●参加費１回150円

　高齢者の創作・軽作業、日常生活訓練やレクリエーションなどを行い、自立を助長し生きがいを

高め、介護予防を図ります。

　いずれも参加は町内の方のみとなります。

　見学（無料）は可能です。ぜひ気軽にお越しください！　

（左：呉竹地域総合センター

　　外観）

（右：正面玄関）

　最初は少し難しいと

感じるかもしれません

が、課題にチャレンジ

して脳を活性化させま

しょう！

　西こども園の園児との

交流もしています！

　今回は館内にある機能回復

訓練室で実施しているコグニ

サイズ教室やデイサービスに

ついて紹介します！

・コグニサイズ教室

・デイサービス

～呉竹地域総合センター「はばたきの館」の紹介～
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【問合先】　建設水道課　☎38-5068

県下
一斉

違反看板は
ダメよ!

　屋外広告物を掲出するには、許可が必要な

場合があります。

　エリアによって、掲出できる広告物の大きさ

や高さに基準を設けて、規制しています。

　必要な許可を得ていない場合は条例違反と

なります。

　詳しくは右記へお問合せください。

問合せ先　

　甲良町建設水道課　

　TEL：0749-38-5068

【屋外広告物とは?】

「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に

表示されるものであって、看板、立看板、はり紙

およびはり札並びに広告塔、広告板、建物その他

の工作物等に掲出され、または表示された物並び

にこれらに類するものをいう。」

20
広報 こうら 2025 September 9

屋 外 広 告 物
クリーンキャンペーン

9月1日～10日は屋外広告物適正化旬間

その屋外広告物！

ルールを

守っていますか？



【問合先】　滋賀県警察本部　☎077-522-1231
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【問合先】　彦根市消防本部　☎22-0119

プロの
アドバイスで
 安心・安全！

日
程

場
所

問
合

申

９
月
９
日
は
「
救
急
の
日
」

　

救
急
医
療
お
よ
び
救
急
業
務
へ
の
正
し
い
理
解
と
認
識
を

深
め
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
毎
年
９
月
９
日
を
「
救
急
の
日
」

と
し
、
こ
の
日
を
含
む
１
週
間
を
「
救
急
医
療
週
間
」
と

定
め
、
救
急
医
療
の
普
及
啓
発
運
動
が
全
国
的
に
実
施
さ
れ

ま
す
。

　

急
病
や
交
通
事
故
な
ど
の
救
急
事
故
が
発
生
し
た
と
き
、

救
急
隊
が
現
場
に
到
着
す
る
ま
で
の
間
、
そ
の
現
場
に

居
合
わ
せ
た
人
が
速
や
か
に
適
切
な
応
急
手
当
を
実
施
す
る

こ
と
で
、
命
を
救
え
る
可
能
性
が
高
く
な
り
ま
す
。
応
急

手
当
に
関
す
る
正
し
い
知
識
と
技
術
を
身
に
つ
け
、
尊
い

命
を
救
い
ま
し
ょ
う
。

　

彦
根
市
消
防
本
部
で
は
、
現
在
、
マ
イ
ナ
保
険
証
を
活
用

し
た
救
急
業
務
の
実
証
事
業
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

ご
理
解
、
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
10
月
か
ら
「
滋
賀
の
救
急
電
話
相
談
♯
７
１
１
９
」

が
開
始
と
な
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
と
も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
『
救
急
フ
ェ
ア
』

　

救
急
の
日
に
合
わ
せ
、
応
急
手
当
の
普
及
啓
発
を
目
的
に

「
救
急
フ
ェ
ア
」
を
次
の
と
お
り
展
示
形
式
で
開
催
し
ま
す

の
で
、
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

９
月
５
日
｟
金
｠　
　
　

10
時
30
分
か
ら

　
　

15
日
｟
月
・
祝
｠　

21
時
ま
で

彦
根
市
竹
个
鼻
町
４
３－

１

ビ
バ
シ
テ
ィ
平
和
堂

　
　

２
階　

み
ど
り
の
広
場

彦
根
市
消
防
本
部
警
防
課

　
　
　
　

☎　

２
２－

０
３
３
７

　
　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

２
２－

９
４
２
７

　
高
齢
者
世
帯
防
火
診
断
を

　
　
　
　
　
　
実
施
し
ま
す
　

　　

毎
年
、
全
国
で
は
住
宅
火
災
に
よ
る
死
者

の
う
ち
65
歳
以
上
の
高
齢
者
が
７
割
以
上
を

占
め
て
お
り
、
彦
根
市
消
防
本
部
で
は
、
秋

の
火
災
予
防
運
動
の
一
環
と
し
て
、
高
齢
者

を
火
災
か
ら
守
る
た
め
、
高
齢
者
世
帯
防
火

診
断
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

防
火
診
断
で
は
、
消
防
職
員
が
ご
自
宅
を

訪
問
し
、
電
気
や
ガ
ス
な
ど
の
火
気
の

使
用
・
取
扱
状
況
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
・

消
火
器
な
ど
の
設
置
・
維
持
管
理
状
況
な
ど

を
診
断
し
、
防
火
安
全
の
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど

を
無
料
で
行
い
ま
す
。

　

高
齢
者
の
み
で
居
住
さ
れ
て
い
る
世
帯
で

防
火
診
断
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
彦
根
市

消
防
本
部
予
防
課
ま
で
、
直
接
電
話
な
ど
で

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
　

彦
根
市
消
防
本
部
予
防
課

　
　

☎　

２
２－

０
３
３
２

　
彦
根
市
消
防
署

犬
上
分
署
か
ら
の
お
願
い
　

　

近
年
、
救
急
件
数
が
増
加
し
て
い
る
中

で
、
急
な
病
気
や
ケ
ガ
な
ど
、
緊
急
を

要
す
る
場
合
の
電
話
が
、
犬
上
分
署
に
多
数

あ
り
ま
す
。
救
急
車
が
必
要
な
場
合
に
は
、

犬
上
分
署
に
直
接
電
話
す
る
の
で
は
な
く
、

１
１
９
番
通
報
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

こ
の
理
由
は
、
犬
上
分
署
に
通
報
を

い
た
だ
い
て
も
、
緊
急
車
両
を
出
動
さ
せ
る

場
合
、
犬
上
分
署
か
ら
再
度
１
１
９
番
を

受
付
す
る
通
信
指
令
課
へ
連
絡
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
た
め
、
出
動
ま
で
に
時
間
を
要
す

る
た
め
で
す
。

　

ま
た
、
受
診
で
き
る
病
院
が
分
か
ら
な
い

場
合
や
、
救
急
車
の
要
請
が
必
要
か
ど
う
か

分
か
ら
な
い
等
の
、
医
療
に
関
す
る
紹
介

は
、
医
療
ネ
ッ
ト
滋
賀
｟
０
７
４
９－

２
３－

３
７
９
９
｠
ま
で
、
ま
た
、
小
児
に

関
す
る
電
話
相
談
は
小
児
救
急
電
話
相
談

｟
♯
８
０
０
０
｠
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

消防だより
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【問合先】　道の駅せせらぎの里こうら　☎38-2744

【問合先】　企画監理課　☎38-5061

保健福祉課　☎38-3314

　こうらウエルネスツーリズム実行委員会では、甲良町で以前より

取り組まれている具沢山味噌汁を通じて、観光振興に取り組んで

います。

　今年度も「具沢山味噌汁コンテスト」を開催します。応援期間は

９月１日（月）～10月31日（金）まで。町内に配布しています応募

用紙またはWEBから応募可能です。ぜひ自慢の具沢山味噌汁で

コンテストに応募してみませんか。お子さんの応募も大歓迎です!!

　詳しい内容は道の駅までお問い合わせください。

９月の定休日は８日（月）です。

（営業時間　９：00～17：00）
※昨年度の

　募集チラシ

寺本　梨響ちゃん
てらもと　　　り　おと

９月５日生（長寺）

　令和７年11月号「天使のほほえみ」への掲載希望（令和６年11月生のお子さん）

の方は、９月24日（水）の「乳児の10か月健診」時に写真をご持参ください。

　写真の裏にお子さんの名前（ふりがな）、生年月日、住所をご記入ください。

具沢山味噌汁コンテスト開催について
～駅長より、最新の情報をお知らせします～
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【問合先】　温水プール・香良の湯　☎38-5155

【問合先】 住民人権課 ☎38-5063

温水プール・香良の湯カレンダー
利用案内　http://www.tac-sports.co.jp/koura-pool/　＊営業日・営業時間等詳しくは、問合せ先までご連絡ください

3

10

17

24

教室日

教室日

教室日

教室日

教室日

教室日

教室日

教室日

４

11

18

25

日 土月 火 水 木
5

12

19

26

6

13

20

27

金
1

8

15

22

29

7

14

21

28

教室日

教室日

教室日

教室日

2

9

16

23

30

９月 お風呂・プール
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教室日

教室日
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休館日
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休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

2

9

16

23

30

10月 お風呂・プール

※10/29（水）、10/31（金）は教室休講日です。

〇今月の甲良町温水プール・香良の湯イベント

◇敬老の日（9/15（月・祝））町内在住の65歳以上の方の施設利用無料！（プール/香良の湯）

※　免許証等、住所・年齢の証明できる公的証明書を持参ください。

◇プール土・日・祝日開館時間延長（11時～）※10月～は通常開館（13時開館）

９月も日曜日＆祝日（9/15（月・祝））は浮き輪で遊べます！

◇９月のスタンプカード2倍デイは…

・ 10日、19日、26日、29日がポイント２倍！（香良の湯）

・ 土曜・日曜・祝日の11時～13時に入館された方/19時以降入場の方（平日）（プール）

〇秋の入会キャンペーン実施中！（10月入会もOK！）　

９月中に入会の方は初月会費半額無料（限定10名）

　いじめ、家庭内・隣近所の
トラブル、その他人権に関わる
ことでお悩みの方は、お気軽に
ご相談ください。
※相談は無料で秘密は固く守ら

れます。
　予約は不要です。

９月１日（月）・10月６日（月）

13：30～15：30

保健福祉センター１階　相談室

人権なんでも
相談日

【営業時間のご案内】

・温水プール

　受付時間　12：45～20：30

　　　　　　（日曜日は19：30まで）

　遊泳時間　13：00～21：00

　　　　　　（日曜日は20：00まで）

※6月～9月の土日祝は、受付/遊泳11：00～

・香良の湯

　受付時間　12：45～20：00

　入浴時間　13：00～

　　　　　　（閉場時間20：30）　

水泳教室　スケジュール

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

成人水泳（初中級）

水中ウォーキング

幼児

成人水泳（初級/上級）

水 金 土

成人水泳（中級）

幼児 幼児

小学生

水慣れ～クロール

小・中学生

背泳ぎ～個人メドレー

小学生

水慣れ～クロール

小・中学生

背泳ぎ～個人メドレー

小学生

水慣れ～バタ足

小学生

バタ足～クロール

小・中学生

背泳ぎ・平泳ぎ

小・中学生

バタフライ・個人メドレー

19：00

○教室料金（１か月：月４回練習）

年会費　無料入会金　無料 ++
入会月会費  半額

（月の途中から参加の場合、日割り計算）

※幼児クラスは令和７年４月～令和８年３月中に４歳になる方から可。

※小学生、小・中学生クラスはレベル別に時間帯が異なります。

ジュニア教室

成人教室

水中ウォーキング

幼児～中学生

中学生以上

4,500円

5,000円

2,500円

料金（税込）対　　象

◇甲良町温水プールのジュニア水泳教室のポイント
 その１　8段階のプログラムで学年別・レベル別のクラス編成

 その２　１クラス10名以下（指導者１人当たり）の少人数制

 その３　経験豊富なインストラクターによる丁寧な指導
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【問合先】　クリーンライフ湖東　☎35-5205

日（曜日） 午前/集落 午後/集落

呉竹①

小川原①

小川原①

定　　休　　日

定　　休　　日

―

尼子①

正楽寺①・法養寺①

―

長寺①

定　　休　　日

定　　休　　日

定　　休　　日

下之郷①②

―

北落①③・在士①②

金屋①②③・横関①

定　　休　　日

定　　休　　日

―

小川原②

長寺②・呉竹②

尼子②

小川原③

定　　休　　日

定　　休　　日

―

池寺①②

―

―

長寺③

呉竹①

小川原①

不　　定　　期

定　　休　　日

定　　休　　日

―

尼子①

正楽寺①・法養寺①

―

長寺①

定　　休　　日

定　　休　　日

定　　休　　日

不　　定　　期

―

北落①③・在士①②

金屋①②③・横関①

定　　休　　日

定　　休　　日

―

小川原②

長寺②・呉竹②

尼子②

小川原③

定　　休　　日

定　　休　　日

―

池寺①②

―

―

不　　定　　期

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

１０日

１１日

１２日

１３日

１４日

１５日

１６日

１７日

１８日

１９日

２０日

２１日

２２日

２３日

２４日

２５日

２６日

２７日

２８日

２９日

３０日

３１日

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

※「―」の日時は、他町の集落の収集日となっています。

※不定期でお申込みの方は、原則として不定期日での収集となります。

※集落名の後にある○印の数字は、お申込みいただいた収集回数を表しています。

　①は１か月に１回、②は２か月に１回、③は３か月に１回でのお申込みを表し、「呉竹①」とある場合は

１か月に１回で申込みいただいた呉竹のお宅を収集させていただきます。

　なお、収集予定のない集落等については、翌月以降の収集となります。

※１月に２回でお申込みの場合は、原則１回目を同集落の月１回と同じ日に、２回目を１回目の15日後（２～

３日は前後します）に収集させていただきます。

※集落とは、住所地名をさしていますので、該当する収集日に依頼してください。

甲良町　し尿収集カレンダー【令和７年10月】
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「広報こうら」・「ホームページ」への有料広告募集中「広報こうら」・「ホームページ」への有料広告募集中

【問合先】　保健福祉課　☎38-3314

９月後半分（会場：保健福祉センター）

健診・相談には、体温測定のうえご来場ください。
発熱、だるさ、咳などの症状のある方は参加を控えていただきますよう、感染防止対策にご協力をお願いします。

健康カレンダー
自分の体は自分で守ろう！

15歳以上
　 ～65歳未満総人口 ０～15歳未満 65歳以上

330

269

599

1,767

1,704

3,471

975

1,294

2,269

世帯数

男

女

合　計

3,072

3,267

6,339

2,686

＜－  8＞

＜－  8＞

＜－16＞

＜－  3＞

Ⓑ Ⓐ

Ⓐ÷Ⓑ＝高齢化率　
高齢化率とは65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合。

ひとのうごき
＜  ＞内は前月との比較

Ｒ７.８.１現在

35.79%

こころの健康状態に不安をお持ちの方  
(予約制)保健師が対応いたします。

対象者の方に、受診券を
送付いたします。ご持参
ください。

10月前半分（会場：保健福祉センター）

事業の内容 実施日 受　付　時　間 持ち物

３歳６か月健診

すこやか相談

こころの健康相談

結核レントゲン検診

１日(水)

６日(月)

10日(金)

13：00～13：30

13：30～15：00

9：00～16：00

令和４年２月、３月生まれの児
前回受けられていない児

子どもの健康、食生活、予防接種等に
関する相談を行います。

母子健康手帳

特になし

母子健康手帳・質問票
すこやか親子アンケート

歯ブラシ、コップ

対　象　の　方　（児）

こころの健康状態に不安をお持ちの方  
(予約制)保健師が対応いたします。

事業の内容 実施日 受　付　時　間 持ち物

乳児健診４か月

乳児健診10か月

こころの健康相談

24日(水)

24日(水)

25日(木)

13：00～13：20

13：00～13：20

10：00～11：30

令和７年５月生まれの児
前回受けられていない児

令和６年11月生まれの児
前回受けられていない児

特になし

母子健康手帳・質問票
 写真(広報への掲載希望者)

母子健康手帳・質問票
すこやか親子アンケート

対　象　の　方　（児）

14日(火)
15日(水)

9：30～11：00
予約制

65歳以上の方（各字巡回）
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　本町では財源の確保を図るため、「広報こうら」・「ホーム

ページ」に掲載する有料広告を随時募集しております。

　あなたのお店や会社の情報を、広報誌やホームページに

掲載してみませんか？

　詳細はホームページにてご確認いただくか、企画監理課

（☎38-5061）までお気軽にお問い合わせください。

広報こうらは再生紙を使用しています。

N
o
.5

6
1

見
や
す
い
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン

フ
ォ
ン
ト
を
採
用
し
て
い
ま
す
。

2025年（令和７年）９月号
通巻第561号

TEL.0749ｰ38ｰ5061
FAX.0749ｰ38ｰ5072

E-mail：kikaku@town.koura.lg.jp
HP ： http://www.kouratown.jp/

発行／甲良町企画監理課
〒522-0244
滋賀県犬上郡甲良町大字在士353番地１


	1表紙
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26



